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玖珠町農業委員会議事録 

 

１． 開催日時 令和４年４月１１日（月曜日） 午後３時００分 

 

２． 開催場所 玖珠町役場 ３階 大会議室 

 

３． 出席農業委員 

１番 園田 恭子  ２番 江藤 徳幸  ３番 繁田郁子 

４番 （欠席）   ５番 小野 文隆 

６番 武石 俊一（副会長）  ７番 安藤 慎八（会長） 

 

４．出席農地利用最適化推進委員 

       １番 小雲 基廣  ２番 長尾亀世美   ３番 衞藤 榮一 

４番 川邊 真八  ５番 藤原 善和   ６番 渡邉 清文 

７番 石井由美子  ８番 藤本 哲朗   ９番 湯浅 定夫 

１０番 帆足 智己  １１番 松方 洋一 １２番 栁井田英徳 

 

５．議事日程 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

 

       報告第１号 ２００㎡未満の農地を所有者自らが 

農業用施設用地とする届出について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

（相続） 

       報告第３号 農地法第１８条合意解約通知書について  

       報告第４号 農地所有適格法人要件確認書について 

          

その他    

 

６．出席農業委員会事務局職員 

事務局長   藤原 八栄    主幹（統括） 梅木 嘉子 

    主査     渡邉 智美    主査     繁田 寿美 
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７．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

新体制での初めての総会となります。よろしくお願いします。 

それでは、ただ今より令和４年４月定例総会を開催します。 

新型コロナウイルス感染拡大の予防のため、消毒・検温・マスク

の着用に、引き続きご協力よろしくいたします。 

着席して進めさせていただきます。 

会長あいさつをお願いします。 

 

(あいさつ) 

 

ありがとうございました。 

それでは、会を進めさせていただきます。 

農業委員定数７名に対して、６名の出席です。玖珠町農業委員会

会議規則第６条の規定により、会議が成立していることを報告しま

す。 

次に、議案に上程いたしました案件について質疑等がございまし

たら、議長の承認のうえ発言をお願いします。 

 また、総会の開催中は携帯電話をお切りください。 

それでは、議長の選出ですが、会議規則第４条の規定により会長

が議長となります。 

以後の議事の進行につきましては、会長よろしくお願いします。 

  

本日の議事録署名人を指名します。議事録署名人に、３番委員、

５番委員よろしくお願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員におかれましては、議決権はあり

ませんが、質疑等ございましたら、各議事の中で、ご意見をお願い

します。 

それでは議事に入ります。議案第１号農地法第３条の規定による

許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請です。 

 番号１、大字戸畑字村下○○○○番外４筆で、登記簿地目は田で、

面積６，５５８㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○市の○

○○○さん。譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲

渡人の要望で売買です。担当委員は、４番委員です。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号２、大字戸畑字本田上○○○番で、登記簿地目は田で、面積

２，５６２㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○の○○○○

さん。譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲渡人の

要望で売買です。担当委員は、１番委員です。 

番号３、大字塚脇字豆田○○○番○で、登記簿地目は田で、面積

１，３０２㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○の○○○○

さん外１名。譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲

渡人の要望で売買です。担当委員は、２番委員です。 

 番号４、大字小田字冷酒庵○○○番外４筆で、登記簿地目は田で、

合計面積５，３６３㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○県

の○○○○さん。譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、

譲渡人の要望で売買です。担当委員は、１番委員です。 

 番号５、大字戸畑字村下○○○○番外１筆で、登記簿地目は田で、

合計面積２，２２１㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○市

の○○○○さん。譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、

譲渡人の要望で売買です。担当委員は、４番委員です。 

 番号６、大字森字郷町○○○○番１外１筆で、登記簿地目は畑で、

合計面積５１５㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○の○○○

さん。譲受人は、○の○○○○さんです。申請事由は、譲渡人の要

望で売買です。担当委員は、７番会長です。 

以上６件です。 

 

それでは 担当委員の説明ですが、番号４について、譲受人が○

○委員のご家族となります。 

農業委員会法において、委員は委員本人及びその家族に関する事

項について議事に参加できないという、議事参与の制限の規定があ

ります。 

そのため、番号４を除いた、番号６までの審議を行った後、いっ

たん○○委員には退席していただき、番号４の審議を行います。 

それでは、番号４を除いた審議を行います。 

担当委員の説明ですが、 

番号１、５を ４番委員の代理で、私が行います。 

番号２を １番委員、 

番号３を ２番委員、お願いします。 

番号６を 私が説明します。 
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７番会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番委員 

 

 

 

 

 

 番号１の調査結果を報告します。４月８日、譲受人ほか５名で、

現地確認を行いました。土地の所在は大字戸畑字村下○○○○番外

４筆で、県道の○○○集落の下に位置しております。水稲栽培を中

心とした兼業農家の譲受人が取得し、耕作をする計画です。現況は

田で、水稲を作付する計画です。譲渡人と譲受人は親戚関係にあり、

現在も譲受人が耕作しているそうです。権利の内容は所有権の移転

で３条の有償移転です。譲受人の経営農地は４０a 以上あり、通作

距離は約１ｋｍで耕作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作さ

れており、トラクター、田植え機等所有し、農業従事者は本人含め

２名おり、取得後の耕作に問題はありません。 

 番号５の調査結果を報告します。４月８日、譲受人ほか５名で、

現地確認を行いました。土地の所在は大字戸畑字村下○○○○番外

１筆で、合計面積は２，２２１㎡です。番号１と同じ場所に位置し

ております。水稲栽培を中心とした兼業農家の譲受人が取得し耕作

する計画です。現況は田で、水稲を作付する計画です。権利の内容

は所有権の移転で３条の有償移転です。譲渡人は○○市に在住して

いるため、耕作が難しいという理由です。譲受人の経営農地は４０

ａ以上あり、通作距離は約１ｋｍで耕作可能です。譲受人の経営農

地はすべて耕作されており、トラクター、田植え機等を所有し、農

業従事者は３名で、取得後の耕作に問題はありません。 

 番号６の調査結果を報告します。４月８日、譲受人ほか４名で、

現地確認を行いました。土地の所在は大字森字郷町○○○○番１外

１筆で、合計面積５１５㎡の畑です。○○○○○○から約５００ｍ、

○川の近くに位置しております。水稲栽培を中心とした兼業農家の

譲受人が取得し、耕作する計画です。取得後は果樹を植える予定で

す。譲受人の経営農地は４０ａ以上あり、通作距離は約５００ｍで

耕作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、トラク

ター、田植え機等所有し、農業従事者は本人他２名おり、取得後の

耕作に問題はありません。 

 

 番号２の調査結果を報告します。４月５日、申請者の○○さんと、

事務局とで現地を確認しました。土地の所在は大字戸畑字本田上○

○○番、地目は田、農用内です。面積は２，５６２㎡です。譲渡人

は○○○○さん、譲受人は○○○○さんです。水稲栽培を中心とし

た兼業農家の譲受人が取得し、耕作する予定です。現況は田で、水

稲を作付する計画です。権利の内容は所有権の移転です。譲渡人の
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２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

○○○○さんが、後継者がいないということでの、農地の権利移動

です。譲受人の耕作面積は１００ａ以上あり、家の近くにあり、耕

作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、トラクタ

ー、田植え機等所有し、農業従事者は本人で、取得後の耕作に問題

はありません。 

 

 番号３の調査結果を報告します。４月５日、譲受人と事務局とで

現地確認をしました。土地の所在は大字○○、○○○○○○○○の

近くに位置しております。水稲栽培を中心とした専業農家の譲受人

が取得し、耕作する計画です。現況は田、ＷＣＳを作付する計画で

す。権利の内容は所有権の移転です。譲渡人が高齢のためという理

由です。譲受人の耕作面積は４０ａ以上あり、通作距離は約３００

ｍ、耕作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、ト

ラクター、田植え機等所有し、農業従事者は本人ほか１名で、取得

後の耕作に問題はありません。 

 

 事務局は、補足説明をお願いします。 

 

 (農地法第３条の説明) 

  

 それでは、質疑はありませんか。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の、番号

１～３、５～６について、原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願

いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。番号１～３、５～６は原案のとおり決定いたしま

す。 

続きまして、番号４の審議を行います。 

○○委員、いったんご退席をよろしくお願いします。 

  

 （○○委員退出） 
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議長 

 

 

 

１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

それでは、番号４の審議を行います。 

担当委員の説明ですが、 

番号２を １番委員、お願いします。 

 

 番号４の調査結果を報告します。４月５日、申請者と事務局とで

現地確認をしました。土地の所在は大字小田字冷酒庵○○○番外４

筆で、面積合計５，３６３㎡です。水稲栽培を中心とした専業農家

の譲受人が取得し、耕作する予定です。現況は田で、水稲を作付す

る計画です。権利の内容は所有権の移転です。譲渡人が遠方という

理由での、農地の権利移動です。譲受人の耕作面積は８００ａ以上

あります。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、トラクター、

田植え機等所有し、農業従事者は本人で、取得後の耕作に問題はあ

りません。 

 

それでは質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

無いようでしたら、採決します。 

議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の、番号

４について、原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

 （挙手） 

 

全員賛成です。番号４は原案のとおり決定します。 

 

 （○○委員入室） 

 

次に、議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

について事務局説明お願いします。 

 

議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について

です。 

番号１、大字戸畑字上ノ平○○○○番○、登記簿地目は田、面積 

２，１７２㎡です。５条の所有権の移転で、譲渡人は、○○の○○

○○さん。譲受人は、○○市の有限会社○○○○○○○○○○○代

表取締役○○○さんです。転用目的及び転用理由は、太陽光発電施

設及び管理用駐車場用地としての転用です。農地の区分は、第２種
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議長 

 

 

 

７番会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

農地と判断されます。担当委員は、４番委員です。 

番号２、大字大隈字孫女○○○○番○○で、登記簿地目は田、面

積１０７㎡です。５条の所有権の移転で、譲渡人は、○○市の○○

○○さん、譲受人は、○○の○○○○さんです。転用目的及び転用

理由は、宅地拡張としての転用です。なお、平成２７年に自宅兼○

○○○を建設しており、追認案件です。農地の区分は、第１種農地

と判断されます。担当委員は、３番委員です。 

以上２件です。 

 

それでは、担当委員の説明を 

番号１を ４番委員の代理で、私が説明します。 

番号２を ３番委員、お願いします。 

 

それでは、番号１の調査結果を報告します。４月８日、申請者の

代理人と事務局とで現地確認をしました。土地の所在は大字戸畑字

上ノ平○○○○番○で、○○集落と町道の間に位置しております。

太陽光発電施設を設置する計画です。周辺の農地に影響がない計画

です。現在は耕作されておらず、管理されている土地です。急傾斜

地の田んぼになります。下に集落がありますが、現在ある排水路を

利用する計画で、周辺の農地、水路など農業に影響を及ぼすような

計画ではありません。以上報告を終わります。 

 

番号２の調査結果を報告します。４月５日、申請者の代理人と事

務局と現地確認をしました。土地の所在は、○○○○○○○○の裏

になります。田を宅地に転用する計画です。現況は宅地です。周囲

には、農地・宅地があります。隣接の農地には影響がない計画です。

権利の内容は所有権の移転です。平成２７年に、今の住宅を建設し

ており、無断転用案件のため、始末書を提出しています。土砂の流

出、崩壊、その他災害の発生、周辺の農地の営農条件に支障を生じ

る恐れはありません。過去に農地法の違反はありません。以上、報

告を終わります。 

 

事務局は、補足説明をお願いします。 

 

 (農地法第４条・５条の説明) 
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議長 

 

推進委員 

 

農業委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

農業委員 

 

 

推進委員 

 

 

 

事務局長 

 

議長 

それでは、質疑はありませんか。 

 

１番の件ですが、傾斜地のようですが、大丈夫ですか。 

 

現状のままでパネルを載せるということで、あまり影響がないよ

うには思いますが、雨水等が下の集落に影響があると悪いので、今

一度業者と確認をお願いしますと伝えています。 

 

補足説明です。 

土地の造成という所でいうと、この農地の表土を剥ぎ、整地をし

て、パネルを設置するということで、傾斜の形を変えるような工事

は行わないということです。その点から、土砂の流出等の影響は少

ないのではないかと思われます。 

 

他に何かありませんか。 

 

また、補足説明ですが、番号２ですが、委員の説明にもありまし

たが、追認ということで、議案には平成２７年と記載させていただ

いています。本来許可は、着工する前の事前に許可を取ってもらう

ことになります。先に作るということは無断転用ということになり

ます。ただ、正しく申請を出せば許可が出る場合は、事後になりま

すが、追認という形で、許可を出せることになっています。始末書

というものを申請者に提出していただくようにしております。 

 

太陽光の許可を受けて、土地は農地ではなくなるのですか。 

 

雑種地になると思います。農地の転用ですので、農地ではなくな

ります。 

 

私は、○○集落を通ることがありますが、この農地の上にある町

道で下がっている部分があります。設置する時に問題はないだろう

か。道路が危ないのではないか。 

 

建設水道課のほうに、現地を確認するよう、伝えます。 

 

質疑がなければ採決をとります。議案第２号、農地法第５条第１
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農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

農業委員 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

項の規定による許可申請にについて、原案どおり賛成の方の挙手を

お願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許

可申請について、原案どおり許可相当として県知事に意見を送付し

ます。 

次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定について、事務局

説明お願いします。 

 

別冊の議案第３号の最後のページをご覧ください。利用権の設定

の新規ですが、 

３年未満が  １件で、   ３，１０３㎡、 

３年～５年が１６件で、  ３５，２６１㎡、 

６年～９年が １件で、   ５，８０１㎡、 

１０年以上が ５件で、   ９，５８７㎡、 

以上、合計 ２３件で、面積が ５３，７５２㎡です。 

なお、９ページの番号２３については、農地中間管理事業を利用

している農地の、農地中間管理機構と所有者の契約内容の変更で

す。変更内容は、使用貸借から賃貸借への変更となります。 

以上です。 

 

質疑はありますか。 

 

無いようでしたら、ご承認をお願いします。承認される方は挙手

をお願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第３号については、原案どおり承認します。 

 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

引き続き、報告事項等について事務局説明をお願いします。 

 

報告第１号、２００㎡未満の農地を所有者自らが農業用施設用地
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議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

とする届出が２件、届出されております。内容についてはご一読く

ださい。 

報告第２号、農地法第３条の３条第 1項の規定による届出（相続

による所有権移転）が３件、届出されております。内容については、

ご一読ください。 

報告第３号、農地法第１８条の規定による合意解約が１０件、届

出されております。内容についてはご一読ください。 

報告第４号、農地法第６条第１項の規定により、農地所有適格法

人の要件確認書が２件報告されています。報告のありました団体に

つきましては、農地所有適格法人としての用件を満たしていること

を報告いたします。内容についてはご一読ください。以上です。 

 

何か質疑はありませんか。 

 

無ければ、協議・連絡事項について事務局説明をお願いします。 

 

 （省略） 

 

その他、委員から何かありましたらお願いします。 

 

それでは以上をもちまして玖珠町農業委員会４月定例総会を閉

会します。 

 

 


